
 
 
 
 
 
 
 
 

           所得の申告をしていない方へ 
 
収入があるのに申告をしないでいると、公共サービスが受けられない、あるいは追加徴収されたり

することがあります。また、収入が少ない人は、『確定申告（税務署）』の必要はありませんが、『住民

税申告（市役所１階税務課）』は必要となります。 

収入状況の『申告』をしないと、収入の多少、サービス適用の可否の判断ができないため、サービ

スを受けられないままになっていることが多くあります。例として、国民健康保険税の軽減ができない

場合や，高額療養費（入院などによる医療費の自己負担額が高額になったときに受けられる給付）

の支給額が少なくなる場合などがあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険税の軽減制度は？ 
 

所得の少ない人(世帯)は、平等割と均等割の軽減が受けられます 

 

・所得３３万円以下……６割軽減 

 医 療 分 介 護 分 

平等割 28,000 円→11,200 円 5,000 円→2,000 円 

均等割 22,000 円→ 8,800 円 7,000 円→2,800 円 

 

・所得３３万円＋{２４．５万円×（世帯人数－１）}以下……４割軽減 

 医 療 分 介 護 分 

平等割 28,000 円→16,800 円 5,000 円→3,000 円 

均等割 22,000 円→13,200 円 7,000 円→4,200 円 

 

問合せ◆国保年金課（内線 330～332） 

・国民健康保険加入者の高額療養費受給や国民健康保険税の軽減 

・国民年金保険料の免除（全額・半額） 

・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給 

・医療福祉の受給（マル福） 

申告を忘れていると次のことができません。 
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１１月は固定資産税の納期です 
納期限：１１月３０日（水） 

                                                                       

 
 
 

 

        国民健康保険に加入・脱退するときは、14日以内に届出を… 
問合せ◆国保年金課(内線 330～332) 

 

      国民健康保険加入                     国民健康保険脱退 

                       加入  
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◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇税を考える週間標語 鹿嶋市長賞◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇ 

 

 

しっかりと 納めてつくろう 明るい未来 

                  

高松中学校３年 小野澤 孝乃さん 

 

                                             

                                                      
 

 

納税ニュースは各区長から各家庭への配布となっています。地区に入っていない人は、各公民館

または市のホームページ(http://city.kashima.ibaraki.jp/)をご利用ください。 

 

次回発行は平成１８年１月１３日の予定です。 

○職場の健康保険を脱退したとき

○他の市町村から転入したとき 
○生活保護を受けなくなったとき 
○子どもが生まれたとき 
 など 

■加入の届出が遅れると…… 

国民健康保険に加入する資格がで

きた月までさかのぼって国民健康保

険税を納めることになります。また、国

民健康保険証がないので、届出する

までの医療費は、全額自己負担にな

ってしまいます。 

１１月の休日納税相談と休日納税窓口(毎月第４日曜日) 

と き １１月２７日（日）９：００～１５：００ 

ところ 納税対策課（市役所１階） 

国

民

健

康

保

険 

○職場の健康保険に加入したとき 
○他の市町村に転出したとき 
○生活保護を受けはじめたとき 
○加入者が死亡したとき 
 など 

■脱退の届出が遅れると…… 

国民健康保険の資格がなくなっ

た後で、国民健康保険証で医療を

受けた場合は、国民健康保険が負

担した分の医療費を返還していた

だきます。 

 


